
送付先設定・変更・解除届 

令和  年  月  日 

刈 谷 市 長 

申請者 住所                   

    氏名                   

    （℡                 ） 

 市税に係る書類の送付先について、下記のとおり（設定・変更・解除）届出します。 

記 

〇送付先を設定する税目 

  □固定資産税・都市計画税    □市県民税    □軽自動車税 

〇送付先の設定 

納税義務者 

住所 

□申請者と同じ 
〒 
 
 

氏名 

□申請者と同じ 

 

送付先 
（解除の場合、
記載不要） 

住所 
〒 
 
            ℡ 

氏名 
（フリガナ） 
 
 

理由 
□海外転出 
□その他：      

 
 

※１ この届出は、特別な事情により納税義務者以外の方に通知書等の送付を希望する

場合に提出して下さい。ただし、納税管理人に該当する場合は納税管理人申告書

を提出して下さい。 

 ２ 再び本来の納税義務者の方に送付を希望する場合は、解除のお手続が必要です。

改めてこの届出を提出してください。ただし、刈谷市へ再転入した場合は、設定

済みの送付先は自動的に解除されますので、お手続は不要です。 

３ 国民健康保険税については、国保年金課にて別途お手続が必要です。 

 

 

 

納税者コード   処理者        

 

（ここから下は記入不要です。） 


